
目

次

公
営
企
業
管
理
規
程

△

広
島
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一

(

県
法
規
登
載)

公
営
企
業
部
訓
令

△

広
島
県
企
業
局
損
失
補
償
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

六

(

県
法
規
登
載)

公公公
営営営
企企企
業業業
管管管
理理理
規規規
程程程

広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号

広
島
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
一
日

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者

中

村

博

広
島
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

広
島
県
公
営
企
業
組
織
規
程

(

昭
和
四
十
九
年
広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
条
中

｢

企
業
局｣

を

｢

公
営
企
業
部｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
の
表
次
長
の
項
中

｢

企
業
局｣

を

｢

公
営
企
業
部｣

に
改
め
、
同
表
中

内｣

を

｢

部
内｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

広
島
県
公
営
企
業
公
印
規
程
の
一
部
改
正)

２

広
島
県
公
営
企
業
公
印
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
広
島
県
工
業
用
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

企
業
局
企
業
総
務
室
長｣

を

｢

公
営
企
業
部
企
業
総
務
室
長｣

に
改
め
る
。

｢企
業
局
室
長
印
｣

を

｢公
営
企
業
部
室
長
印
｣

に
、｢広

島
県
企
業
局
室
長
｣

を

(

広
島
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
改
正)

３

広
島
県
公
営
企
業
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
広
島
県
工
業
用
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中

｢

企
業
局
水
道
管
理
室

(

以
下

｢

水
道
管
理
室｣

と
い
う
。

)

の
長

(

以
下

｢

水
道
管
理
室
長｣

と
い
う
。)｣

を

｢

水
道
管
理
室
長｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号

(

そ
の
２)

及
び
第
三
十
一
号
中

｢ヒ
ロ
シ
マ
ケ
ン
キ
ギ
ョ
ウ
キ
ョ
ク
｣

を

｢ヒ
ロ
シ
マ
ケ
ン
コ
ウ
エ
イ
キ
ギ
ョ
ウ
ブ
｣

に
、｢広

島
県
企
業
局
｣

を

｢広
島
県
公
営
企
業
部
｣

に
改
め

る
。別

記
様
式
第
三
十
四
号
中

｢広
島
県
企
業
局
｣

を

｢広
島
県
公
営
企
業
部
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
七
号
中

｢広
島

県
企

業
局
｣

を

｢広
島

県
公

営
企

業
部
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
三
号
の
三
中

｢広
島
県
企
業
局
｣

を

｢広
島
県
公
営
企
業
部
｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

｢

局

付

企
業
局

上
司
の
命
を
受
け
、
命
じ
ら
れ

た
事
務
を
整
理
す
る
。

必
要
に
応

じ
置
く

｣

を

｢

部

付

公
営
企
業

部

上
司
の
命
を
受
け
、
命
じ
ら
れ

た
事
務
を
整
理
す
る
。

必
要
に
応

じ
置
く

｣

に
改
め
、
同
表
調
整
監
の
項
中

｢

局

別
表
の
１
中

｢企
業
局
企
業
総
務

室
｣

を

｢公
営
企
業
部
企
業

総
務
室

｣

に
改
め
、
同
表
の
３
中

｢広
島
県
公
営
企
業
部
室
長
｣

に
改
め
、
同
表
の
５
中

｢企
業
局
企
業
総
務

室
｣

を

｢公
営
企
業
部
企
業

総
務
室

｣

に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
六
十
二
号
中

｢企
業
局
｣

を

｢公
営
企
業
部
｣

に
改
め
る
。

(
広
島
県
公
営
企
業
事
務
処
理
規
程
の
一
部
改
正)

４

広
島
県
公
営
企
業
事
務
処
理
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
広
島
県
工
業
用
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
広
島
県
職
員
き
章
に
関
す
る
訓
令
の
項
中

平成18年 4月 1日 (土曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 8 号

2

別
表
第
一
中

｢

職
員
の
名
前
札
の
着
用
に
関

す
る
こ
と
。

職
員
名
前
札
の
着
用
に
関
す
る
訓
令

(

昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
十
五

号)
｣

を

｢

職
員
の
名
札
の
着
用
に
関
す

る
こ
と
。

職
員
名
札
の
着
用
に
関
す
る
訓
令(

昭

和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
十
五
号)

｣

に
改
め
る
。

｢

第
三
条

第
二
条

総
務
企
画
部
管
理
総

室
人
事
室

知
事
、
議
会
、
教
育

委
員
会
、
選
挙
管
理

委
員
会
、
監
査
委
員
、

人
事
委
員
会
、
労
働

委
員
会
及
び
広
島
海

区
漁
業
調
整
委
員
会

の
事
務
部
局

(

教
育

委
員
会
の
附
属
機
関

及
び
学
校
以
外
の
教

育
機
関
を
含
む
。)

並
び
に
警
察
本
部
及

び
警
察
署

企
業
局
企
業
総
務
室

企
業
局

｣

を

｢

第
三
条

第
二
条

総
務
部
総
務
管
理
局

人
事
室

知
事
、
議
会
、
教
育

委
員
会
、
選
挙
管
理

委
員
会
、
監
査
委
員
、

人
事
委
員
会
、
労
働

委
員
会
及
び
広
島
海

区
漁
業
調
整
委
員
会

の
事
務
部
局

(

教
育

委
員
会
の
附
属
機
関

及
び
学
校
以
外
の
教

育
機
関
を
含
む
。)

並
び
に
警
察
本
部
及

び
警
察
署

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室

公
営
企
業
部

｣

に
改
め
、
同
表
広
島
県
職
員
証
に
関
す
る

訓
令
の
項
中

｢

第
四
条

第
二
項

第
三
条

第
二
条

別
表
上
欄
に
掲
げ
る

職
員
の
所
属
の
区
分

に
応
じ
て
、
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
職
に
あ

る
者

総
務
企
画
部
管
理
総

室
人
事
室

知
事
、
議
会
、
教
育

委
員
会
、
選
挙
管
理

委
員
会
、
人
事
委
員

会
、
監
査
委
員
、
労

働
委
員
会
及
び
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
の

事
務
部
局

(

教
育
委

員
会
の
附
属
機
関
及

び
学
校
以
外
の
教
育

機
関
を
含
む
。)

並
び

に
警
察
本
部
及
び
警

察
署

企
業
局
企
業
総
務
室

長 企
業
局
企
業
総
務
室

企
業
局

｣

を

｢

第
四
条

第
二
項

第
三
条

第
二
条

別
表
上
欄
に
掲
げ
る

職
員
の
所
属
の
区
分

に
応
じ
て
、
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
職
に
あ

る
者

総
務
部
総
務
管
理
局

人
事
室

知
事
、
議
会
、
教
育

委
員
会
、
選
挙
管
理

委
員
会
、
人
事
委
員

会
、
監
査
委
員
、
労

働
委
員
会
及
び
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
の

事
務
部
局

(

教
育
委

員
会
の
附
属
機
関
及

び
学
校
以
外
の
教
育

機
関
を
含
む
。)

並
び

に
警
察
本
部
及
び
警

察
署

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室
長

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室

公
営
企
業
部

｣

に
改
め
、
同
表
中

｢
職
員
名
前
札

の
着
用
に
関

す
る
訓
令

第
二
条

知
事
及
び
労
働
委
員

会
の
事
務
部
局

企
業
局

｣

を

(号外)(号外)



評
定
実
施
規
程
の
項
中

中

｢

企
業
局｣

を

｢

公
営
企
業
部｣

に
改
め
、
同
表
広
島
県
職
員
等
表
彰
審
査
会
規
程
の
項
中

程
の
項
中

｢

土
木
建
築
部｣

を

｢

土
木
部
、
都
市
部
又
は
空
港
港
湾
部｣

に
改
め
、
同
表
土
木
工
事
検
査

規
程
の
項
中

｢

土
木
建
築
部
が｣

を

｢

土
木
部
、
都
市
部
又
は
空
港
港
湾
部
が｣

に
、｢

土
木
建
築
部
長｣

を

｢

土
木
部
長｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
程
の
一
部
改
正)

５

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
程

(

平
成
元
年
広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

企
業
局
次
長｣

を

｢

公
営
企
業
部
次
長｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢

企
業
局
企
業
総
務
室
長｣

を

｢

公
営
企
業
部
企
業
総
務
室
長｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
企
業
局
公
用
文
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

６

広
島
県
企
業
局
公
用
文
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
年
広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

広
島
県
公
営
企
業
部
公
用
文
に
関
す
る
規
程

平成18年 4月 1日 (土曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 6 8 号

3

｢

職
員
名
札
の

着
用
に
関
す

る
訓
令

第
二
条

知
事
及
び
労
働
委
員

会
の
事
務
部
局

公
営
企
業
部

｣

に
改
め
、
同
表
広
島
県
職
員
勤
務

｢

第
十
四

条
第
二

項 第
十
二

条
第
一

項
及
び

第
三
項

第
十
一

条
第
一

項 第
十
条

第
九
条

第
四
項

総
務
企
画
部
管
理
総

室
人
事
室

総
務
企
画
部
長

人
事
室
長

総
務
企
画
部
長

人
事
室
長

総
務
企
画
部
管
理
総

室
人
事
室
長(

以
下

｢

人
事
室
長｣
と
い

う
。)

企
業
局
企
業
総
務
室

企
業
局
長

企
業
総
務
室
長

企
業
局
長

企
業
総
務
室
長

企
業
局
企
業
総
務
室

長(

以
下｢

企
業
総

務
室
長｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

第
十
四

条
第
二

項 第
十
二

条
第
一

項
及
び

第
三
項

第
十
一

条
第
一

項 第
十
条

第
九
条

第
四
項

総
務
部
総
務
管
理
局

人
事
室

総
務
部
長

人
事
室
長

総
務
部
長

人
事
室
長

総
務
部
総
務
管
理
局

人
事
室
長

(

以
下

｢

人
事
室
長｣

と
い
う
。)

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室

公
営
企
業
部
長

企
業
総
務
室
長

公
営
企
業
部
長

企
業
総
務
室
長

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室
長(

以
下｢

企

業
総
務
室
長｣

と
い

う
。)

｣

に
改
め
、
同
表
広
島
県
職
員
等
表
彰
規
程
の
項

｢

総
務
企
画
部
管
理
総

室
人
事
室

企
業
局
企
業
総
務
室

｣

を

｢

総
務
部
総
務
管
理
局

人
事
室

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室

｣

に
改
め
、
同
表
中

｢

広
島
県
庁
用

自
動
車
管
理

規
程

第
九
条

第
二
項

第
六
条

第
五
条

総
務
室
長

総
務
室
の
長(

以
下

｢

総
務
室
長｣

と
い

う
。)

総
務
室

総
務
企
画
部
管
理
総

室
総
務
室

(

以
下

｢

総
務
室｣

と
い
う
。)

企
業
総
務
室
長

企
業
総
務
室
の
長

(

以
下

｢

企
業
総
務

室
長｣

と
い
う
。)

企
業
総
務
室

企
業
局
企
業
総
務
室

(

以
下

｢

企
業
総
務

室｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

広
島
県
庁
用

自
動
車
管
理

規
則

第
八
条

第
二
項

第
五
条

総
務
室
長

総
務
室
の
長(

以
下

｢

総
務
室
長｣

と
い

う
。)

総
務
部
総
務
管
理
局

総
務
室

(

以
下

｢

総

務
室｣

と
い
う
。)

企
業
総
務
室
長

企
業
総
務
室
の
長

(

以
下

｢

企
業
総
務

室
長｣

と
い
う
。)

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室

(

以
下

｢

企
業

総
務
室｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
、
同
表
土
木
工
事
監
督
規

(号外)(号外)



本
則
中

｢

企
業
局｣

を

｢

公
営
企
業
部｣

に
改
め
る
。

(
広
島
県
企
業
局
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
改
正)

７

広
島
県
企
業
局
文
書
等
管
理
規
程

(

平
成
十
三
年
広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

広
島
県
公
営
企
業
部
文
書
等
管
理
規
程

第
二
条
第
二
号
中

｢
企
業
局｣

を

｢

公
営
企
業
部｣

に
改
め
る
。
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第
三
条
の
表
県
文
書
等
管
理
規
則
の
項
中

｢

企
業
局

｣

を

｢

公
営
企
業
部

｣

に
、

｢
総
務
企
画
部
管
理
総

室
文
書
法
制
室
の
長

(

以
下

｢
文
書
法
制

室
長｣

と
い
う)

企
業
局
企
業
総
務
室
の

長

(

以
下

｢

企
業
総
務

室
長｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

総
務
部
総
務
管
理
局

文
書
法
制
室
の
長

(

以
下

｢

文
書
法
制

室
長｣

と
い
う
。)

公
営
企
業
部
企
業
総
務

室
の
長

(

以
下

｢

企
業

総
務
室
長｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
、
同
表
県
文
書
等
管
理
規
程
の
項
中

｢

第
二
条
第

一
号

総
務
企
画
部
管
理
総

室
文
書
法
制
室

(

以

下

｢

文
書
法
制
室｣

と
い
う
。)

企
業
局
企
業
総
務
室

(

以
下

｢

企
業
総
務

室｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

第
二
条
第

一
号

総
務
部
総
務
管
理
局

文
書
法
制
室(

以
下

｢

文
書
法
制
室｣

と

い
う
。)

公
営
企
業
部
企
業
総

務
室

(

以
下

｢

企
業

総
務
室｣

と
い
う
。)

｣

に
、

｢

第
十
条
第

一
項
、
第

三
十
五
条

第
十
条
第

一
項

広
島
県
電
子
メ
ー
ル

取
扱
要
領

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置

に
よ
る
通
信
文
書
取

扱
要
領

企
業
局
に
お
け
る
広

島
県
電
子
メ
ー
ル
取

扱
要
領

企
業
局
に
お
け
る
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に

よ
る
通
信
文
書
取
扱

要
領

第
二
十
四

条
第
一
項

第
二
十
三

条
第
一
項

第
一
号

第
十
五
条

第
二
項

第
十
条
第

四
項

第
十
条
第

一
項
、
第

三
十
五

条
、
第
四

十
七
条

第
十
条
第

一
項
、
第

三
十
五

条
、
第
四

十
六
条

主
務
部
長

(

総
室
長

専
決
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、主
務
総
室
長
、

室
長
専
決
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、主
務
室

長) 同
一
総
室
内
の
も
の

に
あ
っ
て
は
主
務
室

長
の
意
思
決
定
を
、

他
の
総
室
に
わ
た
る

も
の
に
あ
っ
て
は
主

務
総
室
長

(

室
長
専

決
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、主
務
室
長)

、
他

の
部
に
わ
た
る
も
の

に
あ
っ
て
は
主
務
部

長

(

総
室
長
専
決
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、

主
務
総
室
長
、室
長

専
決
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、主
務
室
長)

知
事

(

知
事
が
不
在

の
場
合
は
副
知
事
、

知
事
及
び
副
知
事
が

共
に
不
在
の
場
合
は

総
務
企
画
部
長)

主
務
部
長
、
主
務
総

室
長
等

文
書
法
制
室
に
お
い

て
総
務
企
画
部
管
理

総
室
長

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

取
扱
要
領

広
島
県
電
子
文
書
交

換
シ
ス
テ
ム
取
扱
要

領

企
業
局
次
長

(

室
長

専
決
の
場
合
に
あ
っ

て
は
主
務
室
長)

主
務
室
長

管
理
者

企
業
局
次
長

企
業
総
務
室
に
お
い

て
企
業
局
次
長

企
業
局
に
お
け
る
電

子
申
請
シ
ス
テ
ム
取

扱
要
領

企
業
局
に
お
け
る
広

島
県
電
子
文
書
交
換

シ
ス
テ
ム
取
扱
要
領

｣

を

(号外)(号外)



別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

(

第
二
条
関
係)

(

企
業
局
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

８

企
業
局
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
三
年
広
島
県
公
営

企
業
管
理
規
程
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
営
企
業
部
建
設
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
規
程

第
一
条
及
び
第
二
条
中

｢

企
業
局｣

を

｢

公
営
企
業
部｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
中

｢
建
設
工
事
入
札
情
報
企
業
局
本
庁
閲
覧
所｣

を

｢

建
設
工
事
入
札
情
報
公
営
企
業
部

本
庁
閲
覧
所｣

に
改
め
る
。
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｢
第
二
十
三

条
第
一
項

第
一
号

第
十
五
条

第
二
項

第
十
条
第

四
項

第
十
条
第

一
項
、
第

三
十
五

条
、
第
四

十
七
条

第
十
条
第

一
項
、
第

三
十
五

条
、
第
四

十
六
条

第
十
条
第

一
項
、
第

三
十
五
条

第
十
条
第

一
項

同
一
局
内
の
も
の
に

あ
っ
て
は
主
務
室
長

の
意
思
決
定
を
、
他

の
局
に
わ
た
る
も
の

に
あ
っ
て
は
主
務
局

長

(

室
長
専
決
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、主

務
室
長)

、
他
の
部

に
わ
た
る
も
の
に
あ
っ

て
は
主
務
部
長

(

局

長
専
決
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、主
務
局
長
、室

長
専
決
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、主
務
室
長)

知
事

(

知
事
が
不
在

の
場
合
は
副
知
事
、

知
事
及
び
副
知
事
が

共
に
不
在
の
場
合
は

総
務
部
長)

主
務
部
長
、
主
務
局

長
等

文
書
法
制
室
に
お
い

て
総
務
部
総
務
管
理

局
長

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

取
扱
要
領

広
島
県
電
子
文
書
交

換
シ
ス
テ
ム
取
扱
要

領 広
島
県
電
子
メ
ー
ル

取
扱
要
領

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置

に
よ
る
通
信
文
書
取

扱
要
領

主
務
室
長

管
理
者

公
営
企
業
部
次
長

企
業
総
務
室
に
お
い

て
公
営
企
業
部
次
長

公
営
企
業
部
に
お
け

る
電
子
申
請
シ
ス
テ

ム
取
扱
要
領

公
営
企
業
部
に
お
け

る
広
島
県
電
子
文
書

交
換
シ
ス
テ
ム
取
扱

要
領

公
営
企
業
部
に
お
け

る
広
島
県
電
子
メ
ー

ル
取
扱
要
領

公
営
企
業
部
に
お
け

る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装

置
に
よ
る
通
信
文
書

取
扱
要
領

に
、

第
二
十
四

条
第
一
項

主
務
部
長

(

局
長
専

決
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、主
務
局
長
、室
長

専
決
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、主
務
室
長)

公
営
企
業
部
次
長

(

室
長
専
決
の
場
合

に
あ
っ
て
は
主
務
室

長)

｣

｢

第
二
十
七

条
第
二
項

｢

広
島
県
規
則｣

、

｢

広
島
県
告
示｣

及

び｢

広
島
県
訓
令｣

｢

広
島
県
公
営
企
業

管
理
規
程｣

、｢

広
島

県
企
業
局
告
示｣

及

び

｢

広
島
県
企
業
局

訓
令｣

｣

を

｢

第
二
十
七

条
第
二
項

｢

広
島
県
規
則｣

、

｢

広
島
県
告
示｣

及

び｢

広
島
県
訓
令｣

｢

広
島
県
公
営
企
業

管
理
規
程｣

、｢

広
島

県
公
営
企
業
部
告
示｣

及
び

｢

広
島
県
公
営

企
業
部
訓
令｣

｣

に
改
め
る
。

室 文書記号

企業総務室
土地管理室
開発整備室
水道管理室
水道整備室

公 企 総
公 企 土
公 企 開
公企水管
公企水整

(号外)(号外)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

公公公
営営営
企企企
業業業
部部部
訓訓訓
令令令

広
島
県
公
営
企
業
部
訓
令
第
一
号

広
島
県
企
業
局
損
失
補
償
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
四
月
一
日

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者

中

村

博

広
島
県
企
業
局
損
失
補
償
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

広
島
県
企
業
局
損
失
補
償
事
務
取
扱
規
程

(

平
成
元
年
企
業
局
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

広
島
県
公
営
企
業
部
損
失
補
償
事
務
取
扱
規
程

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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